住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」共創プロジェクト（基盤構築支援業務）に係る公募型プロポーザル実施要領

住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」共創プロジェクト（基盤構築支援業務）の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。

第１　目的
本町では人口減少や少子高齢化の進行により、地域の担い手不足や行政サービスの維持が大きな課題となっている。特に2040年を見据えると、若者・女性・子育て世代の流出や、町外の関係人口を受け止める基盤が未整備であることによる影響が深刻となり、地域の活力や多様性の確保が一層難しくなることが想定される。こうした状況下において、本町は「2040変革推進宣言」のもと、フロントヤード改革等を通じて、住民に開かれた次世代役場への転換と、住民・関係人口・行政が共に価値を生む「共創」の文化醸成に取り組んできた。特に子育て領域では、当事者参画と迅速な実装・発信により成果を上げており、この成功モデルを他分野へ横展開する段階にある。また、「三重県明和町 子育てDXアンバサダー」との協働を重視し、共創の担い手を広げてきた。
また、国の地方創生政策においても、デジタル技術を活用した住民参加型のまちづくりが推進されており、本町としても地域の実情に即した形で、行政・住民・関係人口が協働して地域の未来像を描く仕組みづくりが急務である。
本事業は、こうした背景を踏まえ、明和町における「住民と育てる『選ばれる町』に向けた『三重県明和町 2040ビジョン』共創プロジェクト」の初年度（令和７年度）として、共創の土台となる基盤を構築することを目的とする。住民や関係人口が地域の将来を“自分ごと”として考え、意見を共有し、行動に移せる仕組みを整備するとともに、そのプロセスを可視化・発信することで、共創文化の定着と関係人口の拡大を図る。最終的には、若者や女性に選ばれ、町外の人も関わりたくなる、「共につくる町＝みんなでつくる、あったかい未来」を実現し、誰もが関わりやすく支え合える次世代の地域運営へとつなげていく。

第２　業務概要
１　業務名
令和７年度　住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」共創プロジェクト（基盤構築支援業務）
２　業務内容
別紙「住民と育てる『選ばれる町』に向けた『三重県明和町 2040ビジョン』共創プロジェクト（基盤構築支援業務）委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり。
３　業務期間　契約締結日から令和８年３月３１日まで

第３	担当部署
〒515-0332　三重県多気郡明和町大字馬之上945番地
明和町まちづくり戦略課DX推進係（庁舎２階） 
電話	0596-52-7112
FAX	0596-52-7133
e-mail	senryaku@town.mie-meiwa.lg.jp

第４	参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者（ 以下「参加希望者」という。） は、次のすべての要件を満たしていること。
（1）明和町競争入札参加資格者名簿に登録があること。
なお、明和町競争入札参加資格者名簿に登録がない場合は、第５ １ (1)カ～クの書類を提出すること。
（2）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 第167条の４ の規定に該当しない者であること。
（3）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号） に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
（4）暴力団員（暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は、暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当しない者であること。
（5）過去に多様なステークホルダーの参加型による地域計画策定、デジタルツールを活用したサービス設計・整備、周知・PRに係る業務の実績があること。

第５	参加表明手続
１	参加表明書の提出
参加希望者は、 次のとおり参加表明書及び資料（ 以下「 参加表明書等」 という。） を提出しなければならない。
複数企業による共同提案の場合は、【様式１】については申請者欄について共同提案者全員の連名で記載・押印。【様式２～５】のほか、その他必要書類については各社の情報にて個別に作成すること。
なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。
(1) 提出書類
ア	【様式１】参加表明書
イ	【様式２】受注実績調書
ウ	【様式３】会社概要書
エ	【様式４】業務実施体制
オ　	【様式５】配置予定技術者調書
※		明和町競争入札参加資格者名簿に登録がない場合は、上記の書類に加え、次の書類を提出すること。
カ	登記事項証明書（ 発行から３か月以内のもの）
キ	直近年度の国税（ 法人税並びに消費税及び地方消費税） の納税証明書
ク	明和町内に事業所を有している場合は、法人町民税の納税証明書
(2) 提出期限　令和７年１２月２日（ 火）午後５時まで	※必着
(3) 提出場所　第３に同じ。
(4)	提出方法　書留・簡易書留等による郵送又は持参
２	参加資格の確認等
(1) 参加資格要件の確認及び企画提案書提出依頼
第４ に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和７年１２月５日（金）までに参加資格要件確認結果通知書を通知する。併せて参加資格要件を有する者に、企画提案書の提出を依頼する。

第６	企画提案書作成要領
企画提案書の提出を依頼された者（ 以下「企画提案者」という。） は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。
１	提案内容
企画提案は、「【別紙２】評価項目及び評価基準」を踏まえ、提案者としてのアピールポイントを示し、次の事項に対する回答（提案） を盛り込んだものとすること。
	
	事項
	ポイント

	（ １）
	業務体制・実績
	1 共創DX推進業務の実施体制（住民・関係人口対応、記録・分析、広報、BCP等）
2 町との連携（定例会・意思決定支援）
3 同種・類似実績（インタビュー、ワークショップ、ビジョン・戦略策定、参画導線設計等）

	（ ２）
	法令等把握と遵守、個人情報保護対策等
	1 地方自治法、地方税法等関係法令、総務省告示基準等の把握及び遵守
2 個人情報の取扱いについて、明和町個人情報保護条例及び明和町情報セキュリティポリシーの遵守 

	（ ３）
	参画導線（Web/窓口）運営・データ連携
	1 町HP等との連携設計、申込・意見募集・対話フォームの運用
2 住民の利便性向上（迅速な応答、FAQ、アクセシビリティ）
3 運用開始までの準備スケジュールの確実性

	（ ４）
	分析と改善
	1 ログ・属性・満足度分析、改善サイクル
2 成果の見える化（公開フィードバック、ダッシュボード等）

	（ ５）
	記録・成果物管理
	1 録画・議事録・個人情報の安全管理
2 成果物の編集・提出・改訂手順

	（ ６）
	共創セッション設計・運営
	1 若者・女性等を主対象にした対面ワークショップ設計（心理的安全性、託児等）
2 議論の可視化・合意形成・次アクション接続

	（ ７）
	ビジョン・戦略策定
	1 住民意見の反映設計、読みやすい編集デザイン
2 実行計画・行動指針の策定手法と実装性

	（ ８）
	広報・PR
	1 「自分も関われる」を可視化する多チャネル広報
2 町外関係人口への到達・関与促進の設計

	（ ９）
	スケジュール・運営
	1 全体工程、マイルストーン、リスク管理、BCP

	（ 10）
	その他
	1 業務効率化、経費抑制、独自サービスの提案



２	企画提案書の書式
企画提案の提出は、【様式６】企画提案書提出届に次の書類を添付して行うこと。なお、いずれも任意様式とする
(1) 企画提案書
第６の１に定める提案内容について具体的に分かるよう作成すること。総ページ数は30ページ以内とし、用紙下部にページ番号をつけること。
(2) 会社概要
設立年や資本金、従業員数などのほか、関連業務の実績について記載すること。
(3) 総括責任者及び業務担当者調書
本業務を実際に担当する「総括責任者」及び「業務担当者（複数名の場合は全員分）」の所属、氏名、役職、経験年数について記載すること。
(4) 業務処理体制
本業務実施に当たっての業務処理体制やその特徴等について記載すること。
(5) 業務処理スケジュール
企画・実施・分析・報告までの一連の流れ（町との打合せ時期・回数等を含む） が分かるよう、業務ごとに詳細に記載すること。
３	見積書の作成
提出様式は任意とする。正本は1部のみ事業者名を記載し押印すること。副本１部には、提案者が特定できる名称・ロゴマーク等を記載しないこと。
提案した内容で業務を行う前提で見積を行うこと。金額は消費税及び地方消費税を含むこと。
経費の総額を示すとともに、業務の要素ごとに費用内訳（数量×単価等の根拠を含む）を示すこと。
本件は次の3部門それぞれについて見積価格提案書を提出すること（合計3件提出）。
ビジョン策定部門
参画導線設計部門
広報・PR部門
４	提出方法等
(1)	提出期限	令和７年１２月１２日（金） 午後５時まで	※必着(2)	提出場所	第３に同じ。
(3)	提出方法	CD-R（書留・簡易書留による郵送又は持参）若しくは電子メール
(4)	提出部数
ア　【任意様式】企画提案書　正１部　副１部
イ　【任意様式】費用見積書　正１部　副１部
(5)	注意事項　1件当たりのデータサイズは20MB以下とする。
５	企画提案書等の著作権等の取扱い
(1) 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するが、当該業務に伴い生じた著作権等の権利及び物件があるときは、町に帰属すること。
(2) 町は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
(3) 提出された企画提案書は、明和町情報公開条例（平成12年条例第48号）の規定により、個人情報、法人情報等で非公開とされる情報を除き、情報公開の対象となる。

第７	質疑応答等
(1) 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合は、次のとおり質疑応答書により提出すること。
	ア
	提出書類
	【別紙１】質疑応答書

	イ
	提出期間
	令和７年１１月１８日（火）午後５時まで

	ウ
	提出場所
	第３に同じ。

	エ
	提出方法
	電話連絡（土、日、祝日を除く、午前９時から午後５時まで）の上、質疑応答書に記載されたメールアドレス宛に電子メールにより提出すること。


(2) (1)の質疑応答書は、明和町ホームページ上に当該回答内容を公表する。ただし、質問を行った事業者名は公表しない。

第８	失格事項
次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。(1)	第４の参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 　実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

第９	企画提案の審査方法及び評価基準
１	審査委員会の設置
企画提案の審査、評価及び候補者の特定を行うため、住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」共創プロジェクト（基盤構築支援業務）審査委員会（ 以下「審査委員会」という。） を設置する。
２	ヒアリング等の実施
審査委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり行う。なお、企画提案者が６者以上の場合については審査委員会において企画提案書の事前審査（書類審査）を行えるものとし、当該事前審査で選定された者についてのみヒアリング等を行う。
(1) 実施方法
ア		１者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明20分、質疑15分の計35 分とする。
イ		プレゼンテーションの際、追加資料の提出は一切認めない。
ウ	プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて２名までとする。
エ		スクリーン及びプロジェクターは本町が用意する。その他パソコン等プレゼンテーションに必要な機器は、企画提案者が用意すること。ただし、それらを使用するための準備に要する時間は、プレゼンテーション審査開始前10分以内とする。
オ		プレゼンテーション、デモンストレーションにおいては、パワーポイントの使用を認める。
カ		特段の理由なく欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。
キ　原則として対面でのヒアリングを実施するものとする。
(2) 実施日時及び場所
令和７年１２月１８日（木）に実施する。開始時間は電話およびメールにより担当者に通知する。
３ 評価項目及び評価基準
企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の評価項目について、「【別紙２】評価項目及び評価基準」で示す評価基準に基づき審査及び評価を行う。
ア 事業者に関する項目(配点20点)
イ 企画提案書、ヒアリング等に関する項目(配点70点)
ウ 見積価格に関する項目(配点10点)
４ 受注候補者の特定	
審査委員会において、３の審査及び評価により、各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、最も評価点の高い者を受注候補者として特定する。ただし、各委員の評価点の平均が60点未満の場合は失格とする。
この場合において、委員の評価点の合計が最も高い者が複数であるときは、企画提案書、ヒアリング等に関する項により候補者を特定するものとする。なお、応募が１者の場合は、各委員の評価点の平均が60点以上で受注候補者とする。
５ 審査結果の通知
審査結果については、速やかに企画提案者全者に対し通知するものとする。
６ 審査結果の公表
受注候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。(1)	受注候補者及び評価点数
(2) 　全ての企画提案者の評価点数（ ただし、受注候補者以外の名称は秘匿とする。）

第10 契約に関する基本事項
１ 契約の締結
（1）受注候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し、明和町会計規則（昭和49年規則第8号）に基づき随意契約の方法により契約を締結する。
　　（2）受託候補者が、契約を辞退したとき又は、特別な理由により受託候補者と契約が締結できない場合は、プレゼンテーションで順位付けした企画提案者の上位から順に契約交渉を行うものとする。
　　（3）制度の抜本変更等により業務の継続が困難となった場合は、当該制度に係る業務委託契約も終了するものとする。

第11	その他
１ 本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。
２ 本プロポーザルに参加することで生じる費用は、すべて応募事業者の負担とする。
３ 提出期限経過後は、参加表明書等、提案書等の提出、再提出及び差替えを認めないものとする。
４ 提出された参加表明書、提案書の著作権は、応募事業者に帰属するものとする。
ただし、本町がこのプロポーザルの実施のために必要な範囲で、これらを無償で複製し、使用することができるものとする。
５ 提出された提案書等は返却しない。
６ 当該業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により町の承諾を得なければならない。
７ 本町が保有する画像・写真素材については、委託業務において活用することができる。委託期間終了時には、業務上使用した画像・写真等のデータを町へ返還・引継ぐこと。
11 町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。
12 明和町個人情報保護条例、会計規則をはじめとする関係法令、規則を遵守すること。
13 電子メール等の通信事故については、明和町はいかなる責任も負わないものとする。
14 本要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

第12	スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。
	
実施内容
	
実施期間又は期日

	公募開始の公表
(募集要項等の配布）
	令和７年１１月１１日(火)

	質問期間
	令和７年１１月１１日(火)から１１月１８日(火) 午後５時まで

	質問書に対する町の回答
	令和７年１１月２６日(水)

	参加表明書の提出
	令和７年１１月２７日(木)から１２月２日(火)午後５時まで

	参加資格要件確認結果通知
及び企画提案書提出依頼
	令和７年１２月５日(金)

	企画提案書の提出
	令和７年１２月５日(金)から１２月１２日(金)午後５時まで

	書類審査
	令和７年１２月１６日(火)
　※企画提案者が６者以上の場合に実施

	プレゼンテーション及び
ヒアリング
	令和７年１２月１８日(木)
※開始時間及び場所等については別途連絡する

	企画提案書審査結果の通知
	令和７年１２月１９日(金)

	契約締結
	令和７年１２月下旬
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